
計画策定にあたって計画策定にあたって

（１）「地域福祉」って、なんだろう？

「地域福祉」は、私たちの日常の生活にとても身近なものです。個々の生活環境に

よって地域との関わり方は異なりますが、誰もが少なからず、生活の拠点として、地

域で暮らしを送っています。その普段暮らしているこの地域で、私たちが安心して暮

らせるように、一人ひとりがお互いに協力しあうという考え方が「地域福祉」です。

ところが、ご近所づきあいが薄れるとともに、地域で課題を解決する力が弱まって

いると言われています。このため、かつては家族や親戚、隣近所や知人が助けあって

解決していたような困りごとでも、今ではひとりで抱え込んで解決できなくなってい

る人や世帯があります。

悩みや不安の一つ一つは、誰もが持ち得るものですが、その数々の問題が積み重

なって負担が大きくなることもあります。身近で本当に困っている人がいれば、同じ

地域の一員として、その人のことを思いやり、そのうちのいくつかでも、手を差し伸

べ、互いに助けあい、支えあって暮らしていくことが大切です。

今、支える側と支えられる側に分かれるのではなく、誰もが役割を持ち、活躍でき

る地域共生社会の実現が求められています。

地域の誰もが役割を持って、つながり支えあいながら、自分らしく暮らし活躍でき

る地域社会を目指して、地域の全ての構成員が主体的に関わっていくこと。それが、

私たちの目指す「地域福祉」だと考えています。

（２）「地域福祉」を進める主体は誰でしょうか？

地域福祉を進める主体は、私たち地域のすべての構成員です。

従前の福祉は、一部の限られた社会的弱者に対して行政及び社会福祉法人が中心と

なり、経済的な支援や各種の福祉サービスを提供し、セーフティネットとしての機能

を果たすことと考えられがちでした。それが時代の変化とともに、普段の暮らしの中

にある様々な福祉課題・生活課題を積極的に把握し、地域の問題として対応にあたり、

そうした福祉活動を通じて、地域の活性化をも図っていく、福祉をまちづくりと関連

付けて積極的に捉えるように変わってきました。

１ 私たちにとっての地域福祉を考えてみよう！～地域福祉は身近なもの～

第

章1

●  1  ●

第
１
章

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て

第
一
編



近年、「地域のつながりの希薄化」を心配する声が聞かれます。昨今ではさらに高

齢者等の「孤立」が社会問題として顕在化しています。加えて、少子高齢化の進展、

人口減少、ひとり暮らし世帯の増加、非正規雇用の増加、外国人市民の増加など生活

をめぐる環境が大きく変化しています。

このような中、各地域や家庭そして、個々人が抱えるニーズ（需要）は多様化して

おり、その対応は、公的サービス（制度）だけでは十分ではありません。こうした地

域の課題に対して、地域を構成する「私たち」全員が手を携えて、互いに役割を分担

しながら、解決に当たることが求められており、平成３０年４月には、改正社会福祉

法が施行されています。

（３）なぜ計画を策定するのでしょうか？

これまでに述べてきた地域課題に「私たち」が協力して取り組んでいくためには、

先ず現状をしっかり把握するとともに、役割分担を明確にした上で、地域で気づいた

課題をともに考え、それぞれが連携・協働しながら主体的に動くというように、地域

福祉の方向性を指し示すものが不可欠と言えます。

そこで、本計画は、地域を構成する「私たち」全員を主体として、生活の場である

「地域」に着目しながら、私たちが取り組む“連携・協働”の方向性を示す

ため、市民、地域福祉活動や市民活動の実践者、関係機関・団体等の意見

を反映して策定しました。

社会福祉法では、以下のように規定されています

（地域福祉の推進）

第 ４条　地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関

する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サー

ビスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、

社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるよ

うに、地域福祉の推進に努めなければならない。

２ 　地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする

地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは

要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若し

くは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、

福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サー

ビスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加す

る機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を

把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下、「支援関

係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するもの

とする。
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（１）位置づけ

本計画は、市が作成する「地域福祉計画」と市社協が作成する「地域福祉推進計画」

とを一体的に策定します。その意義は、地域福祉を推進する上で、市と市社協が果た

す役割は極めて重要であり、互いの役割分担を明確にするとともに、計画の策定段階

から意見を交換し合うことにより、実現性のある効果的な方針や方策を共有し、連携・

協働を図りながら地域福祉を推進していくことにあります。

市社協は、社会福祉法に基づき、地域福祉を推進する役割を担うとともに、様々な

福祉関係者による協議体であることを踏まえ、市が実施する地域福祉に関する施策に

ついて、幅広い考え方が反映されるよう努め、地域福祉活動がより有効的に取り組ま

れるよう必要な支援や調整を行います。

市は、こうした市社協の意見や市民、地域福祉に関係する団体等への意見聴取の内

容などを踏まえて、地域の実情を取り込みながら、より具体的な支援方策の検討を進

めます。

2 計画の位置付け

＜地域福祉計画＞

地域福祉計画は、市が策定する行政計画であり、地域福祉推進のための市の

役割を明確にするとともに、市のあるべき地域福祉の方向性を提示する目的を

持っています。平成３０年４月の社会福祉法の改正により、第１０７条第１項

第１号及び第５号が加えられ、地域福祉計画の策定にあたっては、これらの事

項を盛り込むことになっています。

社会福祉法では、以下のように規定されています

　（市町村地域福祉計画）

　 第 107 条　市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を

一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよ

う努めるものとする。

一 　地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に

関し、共通して取り組む事項

二　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

三　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

四　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

五　包括的な支援体制の整備に関する事項

＜地域福祉推進計画＞

名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進計画は、地域福祉を推進する団体とし

て、市域全体の地域福祉推進の方針や方策を定める目的を持っています。市社

協では、平成６年度に「名古屋市地域福祉推進計画」を策定して以降、第５次

計画（平成２７年度から３１年度までの５か年計画）からは、地域福祉

計画と一体的に策定しています。
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サービスが重層的に重なり合う圏域のイメージ

市

区

中学校区

小学校区 小学校区 小学校区

町内等
NPOやボランティア

団体の活動

住民同士の助けあい

の仕組み

様々な公的サービス

地域福祉推進協議会

等の地域活動

企業等による広域的なサービス

住民同士の助けあい

の仕組み

（２）計画期間

令和２年度（２０２０年度）から令和６年度（２０２４年度）までの５か年とします。

（３）本計画における「地域（圏域）」の考え方

地域福祉を推進する上での「地域（圏域）」は、市・区・中学校区・小学校区（学区）・

町内会・自治会、多様な圏域が考えられ、一律に設定できるものではないと考えてい

ます。

本市では、区政協力委員会、民生委員・児童委員協議会、地域福祉推進協議会等の

地域団体が小学校区を基本単位として活動しています。このことから、地域住民を中

心に各種の地域団体とともに活動を広げていく場合には、小学校区の範囲を圏域とし

て進めていくことが想定されます。

一方で、町内会・自治会や小学校区等より狭い範囲での活動や、中学校区や区、市

といったより広い範囲での活動が適している場合もあり、福祉課題・生活課題の内容

や地域の実情に応じて柔軟に重層的な圏域を設定して地域福祉を推進していくことが

必要です。

●  4  ●

第
１
章

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て

第
一
編



（４）本計画と他の計画との関係

　高齢者、障害者、児童、防災等の個別計画は、それぞれの分野における課題とそ

れに対応する行政施策の内容や事業量等を設定することに主眼を置いています。

一方で、本計画は、市の総合計画となごや人権施策基本指針を基礎として、各福祉

分野の個別計画や関係するその他の計画との調和を図りながら策定するとともに、各

福祉分野が共通して取り組むべき事項を定めています。

このことを前提として、生活の場である「地域」に着目しながら、多様な福祉課題・

生活課題、例えば、人と人とのつながりが希薄化し、地域から孤立している人の問題

や地域福祉の担い手が不足していることなどの課題に対し、それらの解決を図るため

の、「私たち」が主体的に関わる地域福祉の基本的方策を示す計画としています。

また、本計画では、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第

２９号）に基づく成年後見制度利用促進計画との整合性を図り、連携した取り組みを

進めます。

総合計画・なごや人権施策基本指針
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名古屋市 名古屋市社会福祉協議会

名古屋市地域福祉計画・名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進計画

「なごやか地域福祉2020」

名古屋市成年後見制度利用促進計画
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（５）ＳＤＧｓの理念を踏まえた計画の推進

本計画では、本市総合計画と同様に、平成２７（２０１５）年９月の国連サミット

で採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals。以下「ＳＤＧｓ」

という。）の理念を踏まえ、誰ひとり取り残さない持続可能なまちづくりの視点をもっ

て、このＳＤＧｓを重要な目標として、市民、企業、ＮＰＯなど多様な主体に広く浸

透を図り、計画の推進に取り組みます。

（６）人権を尊重した計画の推進

すべての人は、自分らしく人間としての尊厳を持って生きる権利を持っています。

しかし、その一方で女性に対する不利益な扱いや暴力、子どもへの虐待やいじめ、高

齢者虐待、障害者への偏見や差別等があり、社会的な問題となっています。　

また、特定の地域の出身であることやそこに住んでいることなどを理由に、日常生

活や社会活動においていわれなき差別や不利益な扱いを受ける等の同和問題（部落差

別）も解消されたとは言い難い状況にあります。

他にも外国人、自殺者・自死遺族等、ＨＩＶ感染者やハンセン病患者、刑を終えて

出所した人等、ホームレス、犯罪被害者、性的少数者等に対する偏見や差別等の問題

もあります。インターネット上では、個人の名誉やプライバシーの侵害等の問題も発

生しています。

本計画では、特定の人を偏見や差別によって地域社会から排除することのないよう、

市民一人ひとりの人権が尊重され、お互いに支えあい助けあえる地域づくりを目指す

ことを、最も大切な視点に据えて計画を策定しています。

（７）地域ごとの実情に応じた取り組みの推進

各区におけるそれぞれの地域では、年齢構成や地理、生活環境などの違いにより求

められているニーズ（需要）が異なり、地域福祉の取り組みもそれぞれに合った内容

が望まれます。

本計画では、市域全体で推進する地域福祉の方向性を示す一方で、こうした地域ご

との実情に応じた取り組みが重要であると考えています。

○各区社協

各区社協では、地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）を策定し、その計

画に基づいて、区内における地域福祉の推進を図るための取り組みを進めており、平

成１６年度に策定して以降、第４次（令和元年度から５年度までの５か年計画）まで

策定しています。この活動計画は、公募した区民や地域の団体・社会福祉

事業者等を中心に検討され、区の特性に応じた個性ある地域福祉の推進を

目指した内容となっています。
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本計画では、こうした区民等の声を反映させるため、１６区の活動計画に盛り込ま

れている目標や方策との整合性を図るとともに、これらを市レベルで支援することを

念頭において、全市的な地域福祉の推進策を示す計画として策定しています。

また、活動計画の策定及び策定後の取り組みについて、区役所が区社協を支援しな

がら、引き続き、区役所と区社協が連携・協働することができる体制づくりを進めます。

○各区役所

区役所では、最も地域に身近な行政機関として、区民の福祉の向上のために、重要

な役割を担っています。

区役所では、その役割・方向性を示した「区のあり方基本方針」に基づき、地域の

課題解決や区の特性に応じたまちづくりに住民とともに取り組む「住民に身近な総合

行政機関」となることを目指すこととしています。また、各区では、「区将来ビジョン」

や「区政運営方針」を策定することとし、その中で区の将来像や取組み等について定

めていきます。

本計画は、こうした各区における取り組みとの整合性を図りつつ、ともに連携して、

地域の福祉課題・生活課題を解決するための方策を指し示すものとなることを意図し

ています。

事例 　各区の特性に応じた地域福祉活動計画の策定

港区では、第４次地域福祉活動計画を策定するにあたり、福祉関係者、専門

職、外国籍の人を含めた様々な立場の人が参加し、話し合いが進められました。

策定作業は、「高齢者」「子ども」「障害」「多様性」といったテーマを設け、

当事者やその分野の専門職からの話を聞くことからスタートし、これによりこ

れまで他人事に感じていたことが“我が事”に感じられ、分野を超えた連携に

より解決しようとする“丸ごと”の計画づくりが動き出しました。

高齢者や障害者、子ども、国籍にとら

われず、世代や立場を超えて地域で学び、

交流し、活躍できる場づくりや、多様な

主体が連携して複合的な課題を解決する

仕組みづくりを目指す計画が完成し、地

域の実情に合わせた取り組みが行われま

す。 港区地域福祉活動計画作業部会の様子
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（１）多くの意見を取り入れた計画の策定

社会福祉法が定める地域福祉計画は、市が最終的な責任を負う行政計画ですが、そ

の策定過程において、市民や地域に関わる様々な団体・関係機関の参加や協力がとり

わけ欠かせない計画、換言すれば“参加それ自体が地域福祉計画”であると考えてい

ます。

それは、『社会福祉の基礎となるのは、他人を思いやり、お互いを支え助け合おう

とする精神である。その意味で、社会福祉を作り上げ、支えていくのはすべての国民

である』（「中央社会福祉審議会社会福祉構造改革について」（中間報告）（平成１０年

６月））との考えに基づいているからです。

このため、本計画の策定にあたっては、より多くの方の意見を反映し、また、協力

を得ることができるよう、次記のとおり取り組んできました。

3 私たちがつくる地域福祉

策
定
段
階

情
報
公
開
段
階

市民の意見を取り込みながら計画を策定

アンケート　・無作為抽出による市民の方々へのアンケート調査

 　　　・関係団体や相談支援機関等へのアンケート調査

市民委員の参画　策定委員会の委員として参画し、活発な意見

福祉現場の視察　地域福祉活動を視察し、実情についての意見交換

なごやか地域福祉ニュースの発行　策定状況をお知らせするニュース

ホームページでの情報提供　公式ホームページに策定状況を随時掲載

パブリックコメント　幅広い意見を反映させるために実施

地域福祉シンポジウム　計画を周知するためのシンポジウムを開催

各区地域福祉活動計画　各区の区民等主体で策定された計画を踏まえた議論
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（２）大切な視点　「自助」「互助・近助」「共助」「公助」

地域福祉を推進するためには、「私たち」が、それぞれの役割を果たし、お互いに

力を合わせる必要があります。そのためには、次の４つの視点が大切だと考えています。

自助 自分自身や家族でできることは自ら行う。

互助・近助

自助だけでは解決できないことは地域の中の助けあいで解決をする。

中でも、「近助」は、より身近なご近所（いわゆる「向こう三軒両隣」）

の圏域を前提とした隣近所による助けあいのことをいう。

共助
医療保険・介護保険・年金制度など被保険者による相互扶助で成り立っ

ている制度で解決をする。

公助
セーフティネットである生活保護制度など行政が行う公的なサービ

スを活用して解決を図る。

この「自助」、「互助・近助」、「共助」、「公助」

の４つの視点を福祉課題・生活課題の内容や地域

の実情に合った形でバランスよく適切に機能させ、

市民をはじめ地域に関わる様々な団体・関係機関、

社協、行政等が連携・協働を図り、地域福祉を推

進していくことが求められます。

（３）役割分担

地域福祉を推進するためには、「私たち」がそれぞれ置かれた立場や強みを活かし

た役割を担いながら連携・協働していくことが必要です。

ここでは、「私たち」それぞれの役割について、基本的な考え方をまとめます。

○市民の役割 

家族や親族、ご近所同士のつながりや思いやりを大切にし、地域で行われる行事や

活動に積極的に参加・協力することが大切です。

私たちは、地域福祉の成果を享受する受け手になりますが、ときには地域福祉活動

に参加することで支え手にもなることができます。日常生活で交わすちょっとした挨

拶や活動からの気づき、見守りを通じて、周りで困っている人がいたら、自ら「お互

い様」の精神で手を差しのべることが大切です。

また、支援が必要になったときのために備えて、日頃から自分自身の生活や健康に

目配りをしながら、自分でできることは可能な限り自分で行い、公的サー

ビス（制度）の種類や内容、相談機関等の情報を把握しておくことが必要

です。
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〇地域活動団体等の役割

地域には、活発に活動している数多くの団体があります。地域住民による地縁的な

組織である町内会・自治会や学区連絡協議会、地域福祉推進協議会、老人クラブ、子

ども会、女性会、保護司会などが活動しています。また、地域の様々な分野でキーパー

ソンとして中心的な役割を担っている区政協力委員、民生委員・児童委員、保健環境

委員も幅広く活動をしており、地域の身近な存在として、地域に根ざしたきめ細かな

活動を進めていくことが期待されます。加えて、身体障害者相談員・知的障害者相談

員も障害者の相談に応じ、必要な支援を行っています。

また、地域で活動するボランティアグループやＮＰＯ、協同組合も地域の構成員と

して、地域福祉活動の担い手となり、ときには、その専門性を発揮し、これまで以上

に活躍が期待されます。

〇社会福祉法人の役割

社会福祉法人は、高齢者、障害者、児童等の各分野において、優れた専門機能を有し、

豊富なノウハウや人材、これまで培われた経験を併せ持つことから、法人が行う既存

の福祉サービスに加えて、地域の様々な福祉課題・生活課題の解決に向け、より積極

的な関与・実践が期待されます。

また、社会福祉法においても、社会福祉法人の地域における公益的な取り組みが求

められています。

○ 個々の商店や商店街・事業所・企業・大学等の役割

個々の商店や商店街、喫茶店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等は、

地域住民にとって身近な生活利便施設です。また、介護・障害・保育等の各サービス

を提供する事業所は、公的保険・福祉制度の一翼を担い、良質なサービスを効率的に

提供していく役割を担っています。加えて、地域に拠点を置く企業や大学などの教育

機関も、地域を構成する重要な一員です。

それぞれが、そのノウハウや専門性を活かし、地域福祉の支え手として、より積極

的な関わりが期待されます。

○社会福祉協議会（社協）の役割

社協は、地域の中の様々な福祉課題・生活課題の解決に向けて、住民と地域にある

住民組織、ボランティア団体、社会福祉施設、ＮＰＯ法人等の関係者及び行政と協力

して活動を進めている団体です。全国、都道府県、政令指定都市、市区町村で組織さ

れており、名古屋市にも名古屋市社会福祉協議会と各区に区社会福祉協議会が設置さ

れています。

市・区社協は、社会福祉法に「地域福祉の推進を図ること」を目的とする団体とし

て位置づけられていることを踏まえ、地域福祉の「推進役」としての役割を果たします。

地域住民の福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動を

進めるとともに、公共性・公益性の高い民間団体としての特性を活かし住民

のニーズ（需要）に柔軟に対応します。
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また、様々な福祉関係者による協議体であることから、そのネットワークを活かし

た活動を進めるとともに、多様な意見やニーズ（需要）を集約し、地域住民や他の民

間団体・企業等と市との「調整役」を果たします。

社会福祉法では、以下のように規定されています

（市町村社会福祉協議会）

第  109 条　市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町

村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図

ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的と

する事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、

指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び

社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の

市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業

を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一 　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三  　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四  　前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を

図るために必要な事業

○市（行政）の役割

市は、基礎的自治体として、住民の生命・財産・暮らしを守り、住民に最も身近な

行政機関として、福祉・保険、保健・衛生、教育・文化、環境・ごみ、住宅・街づく

り、道路・公園、上下水道、消防・防災、交通など住民の日常生活に直接関わる分野で、

良質な行政サービスを提供し、福祉基盤のさらなる充実や地域福祉を推進するための

仕組みづくりなど重要な役割を担っています。

一方で、行政だけでは解決しえない今日的課題が顕在化しており、社会福祉法第６

条の責務を踏まえ、地域住民や社協、関係団体等が積極的に連携して、ともに解決策

を考えることができる仕組みづくりに取り組みます。

社会福祉法では、以下のように規定されています

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務）

第  6 条　国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協

力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、

福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利

用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

2  　国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関

との連携等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉の

推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。

●  11  ●

第
１
章

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て

第
一
編


